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【ポイント】 

●ラマダン期間中は、通常期よりもイスラム教徒への配慮が必要となります。日中は公共

の場での飲食や喫煙は控え、露出の多い服装は避けてください。また、交通事故が増加す

る傾向にあるため、普段以上に事故防止を心がけてください。 

●ラマダン期間中、当館の領事窓口時間は通常より２時間短縮します。月曜から木曜は

８：００～１３：００、金曜は８：００～１１：００です。なお、感染予防対策の観点か

ら領事窓口来館者の「予約制」は維持します。 

 

【本文】 

１ ラマダン期間中の生活上の注意事項                       

４月２日頃から１か月間は、イスラム教のラマダン月に当たります。イスラム教徒は日の

出から日没まで断食を行う他、ＵＡＥ政府機関の執務時間が短縮され、一部の飲食店は日

中の営業を自粛するなど、通常期よりもイスラム教徒への配慮が必要となる期間となりま

す。当地滞在中の皆様におかれては、不要なトラブルを避けるために、以下の点に十分ご

注意ください。 

 

（１）外出時の注意事項 

イスラム教徒以外であっても、日中に公共の場での飲食（ガム、アメ、水分補給を含みま

す）、喫煙等は避けてください。これらをした場合、イスラム教の戒律を軽視していると

受け止められ、周囲のイスラム教徒とトラブルなる場合や、警察官から注意や事情聴取を

受けることがあり、場合によって罰金等の処罰の対象となり得ます。また、外出時は短パ

ンやノースリーブ等の肌の露出の多い服装は避け、普段以上にイスラム教の慣習に配慮す

るように心がけてください。  

 

（２）運転、道路横断時の注意事項 

一般的に「ラマダン期間中は交通事故が増える」と言われます。断食をする運転手も多い

ため、運転中の集中力、判断力、忍耐力が低下し、運転が荒くなる傾向にあります。ま

た、運転に限らず些細なやりとりが大きなトラブルに発展する可能性がありますので、運

転をする際は安全運転に努め、歩行者として道路を横断する時なども普段以上に周囲に注

意を払ってください。 

 

（３）その他 

ＵＡＥ政府機関の執務時間が短縮されるため、当局における各種届出、申請等の窓口が混

雑する傾向にあります。 



その他にも、ラマダン及びその前後の期間には、世界各地でテロ事件が発生していること

から、外務省海外安全ホームページや報道等により最新情報の入手に努めつつ、安全確保

に十分注意を払ってください。情報収集には「たびレジ」もご活用ください。 

 

２ ラマダン期間中の当館の領事窓口時間の変更                   

当館の領事窓口時間は、通常期より２時間短縮します。 

また、当館では来館者同士の感染防止を最優先とするため領事窓口は引き続き「予約制」

を維持します。事前にメールでのご連絡や事前の必要書類のメール送付がない場合には、

窓口にお越しいただいても申請・相談をお受けできないことがありますので、ご理解とご

協力をお願いします。 

 

（１）電話交換業務  

月曜日から木曜日  ０７：３０～１４：１５ 

金曜日       ０７：３０～１２：１５ 

（２）領事窓口業務 

月曜日から木曜日  ０８：００～１３：００ 

金曜日       ０８：００～１１：００ 

（３）当館の休館日 

https://www.dubai.uae.emb-japan.go.jp/files/100278452.pdf  

 

【本件に関する参照先】                             

○外務省海外安全ホームページ： https://www.anzen.mofa.go.jp/  

（３月１８日付：ラマダン期間中の海外渡航・滞在に関する注意喚起） 

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C027.html  

○たびレジ： https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html  

(３か月未満の旅行や出張などの際には、渡航先の最新の安全情報や、緊急時の現地在外

公館からの連絡を受け取ることができるよう、外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録し

てください。) 

○当館ホームページ 

（ドバイにおける屋外でのマスク着用義務や入国時の検疫措置の緩和等） 

https://www.dubai.uae.emb-japan.go.jp/files/100308406.pdf  

（ドバイにおけるイベント制限の緩和、基本的予防措置及び罰金の継続） 

https://www.dubai.uae.emb-japan.go.jp/files/100307910.pdf  

 

―――――――――――――― 

在ドバイ日本国総領事館 

電話：+971-(0)4-293-8888  

（月曜～木曜 07:30-16:15、金曜 07:30-12:15） 

所在地 ：28th Floor, Dubai World Trade Centre, UAE 



メール： ryouji@du.mofa.go.jp    

ホームページ： http://www.dubai.uae.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html       

※在留届の「変更届」及び「帰国届」をご提出される方はこちら。 

  http://www.dubai.uae.emb-japan.go.jp/itpr_ja/visa_orr.html     

――――――――――――――  

 


